
   

 

 

 

２月分                            №10 

件 名 県職員のマナーについて 

受付日 令和 8 年 2 月 16 日 

ご意見・ご提案

の概要 

県庁舎でエレベーター待ちのため整列していたとこ

ろ、職員がスマートフォンを見ながら横入りし、降り

る時もながらスマホを続けていた。その職員は、ネク

タイをしておらず、だらしない格好だった。また、エ

レベーター内で思っても言ってはならない仕事内容に

関係する愚痴を言う職員がいた。 

 最低限の節度ある職員になることを望む。 

県の考え方  県庁舎において職員の行動により、不快な思いをお

かけしましたことをお詫び申し上げます。 

 再発防止に向けて、庁内の職員向けの会議を通じ

て、下記のとおり、周知を図ってまいります。 

  ・適切な服装及びマナーの遵守 

  ・節度ある言動の徹底 

   ・県庁舎内におけるスマートフォンの適切な取り

扱いの徹底 
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